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７．細胞診検査
（1）　調査総括
　今回調査に参加した施設は 15 施設であった。
自施設で細胞診検査を行っている 15 施設につ
いて、細胞診専門医・細胞検査士の充足状況、
年間処理検体数とその成績、ダブルチェック、
要精検者の追跡調査の状況、自己採取に関する
調査、標本の保存状態に関する調査などを行っ
た。さらに子宮頸部、子宮内膜、喀痰の陽性標
本について細胞診標本の抜き取り調査を実施し
た。１施設については喀痰の検査実施数が少な
く陽性標本がなかったため抜き取り調査は婦人
科検体のみ行った（婦人科 15、喀痰 14 施設）。

（2）　項目別の分析
ア）検査実施体制
① 　細胞診業務実施状況（表１）は、細胞診実

施施設 15 施設のうち、自施設ですべて実施
している施設は 14、他施設に一部外注して
いる施設は１施設であった。他施設に全部外
注している施設は見られなかった。

② 　自施設で細胞診検査を行っている 15 施設
のうち、日本臨床細胞学会の施設認定（表２）
を得ている施設は 13、未認定施設は２施設
であった。

③ 　検体の種別（表３）では、全施設が検体の
委託元を把握していると回答した。複数回答
があり 15 施設のうち医療機関からの委託が
14、区市町村検診からの検体を扱う施設が９、
職域検診からが９施設であった。

④ 　自施設で実施している年間処理受託検体数
（表４）は約 423 万件であった。部位別割合は、
子宮頸部 77.8％、子宮内膜 7.4％、喀痰 4.9％
であり、この３者で全体の 90％を占めてい
る。

⑤ 　子宮頸がん検診の自己採取検体による細胞
診は、15 施設中 12 施設で行われており全て
委託元を把握していた。標本総数は約 5.4 万
件で、年間１万件以上の自己採取検体を受託
している検査所は２施設であった。自己採取

が全検体（子宮頸部）の 10％以上を占めてい
た施設が 12 施設中２施設にみられたが、１
施設は不明としていた（表５、表７－６）。

⑥ 　標本の適否の判断（表６－１）については
全 15 施設で「している」と回答した。子宮が
ん細胞診結果（表７－４）において不適正検
体の割合は施設により差が大きかった。

　 　細胞診標本の保存体制（表６－２）につい
ては、陽性標本は全 15 施設において 10 年以
上保存、陰性標本は全 15 施設において５年
以上保存と回答した。標本を保存していない
と回答した施設はなかった。

⑦ 　オートスクリーニングの実施状況（表６－
３）は、15 施設中９施設で実施はなかった。
６施設で実施していたが、そのうち５施設は
検体を限定して実施されていた。

⑧ 　標本に対するダブルチェック実施体制（表
７－７（１））は、全 15 施設で実施があり、
対象検体は施設により異なるが主に疑陽性以
上を挙げた。このうち全陰性検体におけるダ
ブルチェックの実施率が 10％未満であった
施設は２施設であった（表６－４、７－７

（１））。
⑨ 　要精検者の追跡調査（表６－５）は、15 施

設のうち 12 施設で実施されていた。30％以
上の要精検者を追跡している施設は４施設で
あったが、追跡調査の割合にはばらつきが
あった。

⑩ 　陽性検体の過去の成績との調査・検討（表
６－６）は、全 15 施設で行われていた。

⑪ 　検査士個人別の陽性検体ピックアップ率
（表６－７）は、全 15 施設で把握されていた。

⑫ 　細胞診に従事する人員の充足状況について
は（表７－１）、細胞診の指導に直接あたっ
ている専門医は 15 施設全体で常勤 15 名、非
常勤 130 名であり、非常勤の医師が多い状況
は変わらなかった。常勤医師を有する施設は
８施設であった。夜勤の非常勤医師を雇用し
ている施設が１施設に見られた。細胞検査
士は 15 施設全体で 525 名であり、うち常勤
128 名、非常勤 397 名であった。依然として
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非常勤の細胞検査士への依存度が高いことを
示した。

⑬ 　婦人科標本における液状細胞診（表８）は
全 15 施設で実施されていた。

　　
イ）検査結果の分析
①　部位別、施設別の要精検率
　 　子宮頸部、子宮内膜、喀痰細胞診におけ

る疑陽性以上の要精検率は 1.7－6.2％に分布
した。部位別では子宮頸部ベセスダ分類で
1.9－8.2％、子宮内膜で 0.7－6.0％、喀痰で
0.0－4.9％であった。全体的には子宮頸部が
内膜、喀痰に比べ高い要精検率であった（表
７－４、７－５、７－７（２））。子宮頸部の
要精検率に開きがある原因の一つとして、ベ
セスダシステムにおける ASC-H の判定が施
設によってその割合に偏りが見られることが
挙げられる。自施設での判定基準をもう一度
検討しておくことも必要である。また、自己
採取法による子宮頸部検体 51,818 件におけ
る細胞診異常は 388 件（ベセスダ分類）、要
精検率は 0.7％であり施設検診による要精検
率に比べ低い水準を示し、採取法の問題が考
えられる。（表７－６）

② 　不適正例の分析（表７－４、７－５）
　 　子宮頸部標本における不適正検体（判定不

能例）は約 328 万件のうち 2,244 件（0.06％）
であった。不適正検体が多い施設では、細胞
採取の方法、器具に関して再検討を要する。
不適正と判定する際には、なぜ「不適正」と
するのか、その内容を具体的に指摘して、教
育的なコメントを付すことが望ましい（日本
臨床細胞学会）とされる。

　 　過去の調査で不適正検体数を０件とした施
設があったが今回は認められなかった。しか
し、各施設の標本適否の判断について今後も
聞き取りが必要と考えられた。現場の臨床医
が適正標本を作製するための細胞採取方法が
周知されてきたが、引き続き適正標本の作製
について依頼者側とともに努力いただきた
い。また、子宮内膜標本の判定不能検体は約

32 万件のうち 5,689 件（1.8％）であった。喀
痰の判定不能検体は ABC 分類で約 12 万件
のうち 6,447 件（5.3％）、クラス分類で約 16
万件のうち 4,978 件（3.1%）であった。

③　ダブルチェック（表６－４、７－７（１））
　 　ダブルチェックの実施体制は全施設で認

められた。精度管理の上から、陰性標本の
10％以上について、細胞診専門医若しくは細
胞検査士がダブルチェックによる再検査を行
うように努めることが求められている。

④　追跡調査（表６－５）
　 　細胞診の精度管理にあたっては追跡調査に

よるフィードバックが重要である。追跡調査
を実施していない施設は 15 施設中３施設に
見られたが、医療機関の理解と協力を得なが
ら実施していただきたい。

⑤ 　細胞診に直接従事する人員について
　　（表７－１、７－３）
　 　常勤の細胞検査士が不在である施設は認め

られなかったが、業務全般が非常勤に依存し
ている体制は改善が見られなかった。特に夜
勤を含めた非常勤の体制をとる施設が５施設
に見られた。細胞診断において、細胞診専門
医と細胞検査士の診断システムの構築は内部
精度管理の上からも重要な課題である。常勤
専門医の確保は必ずしも容易ではないと思わ
れるが、検査士および専門医の常勤体制の整
備には引き続き努めていただきたい。年間総
受託件数が 10 万件を超える９施設のうち６
施設では常勤専門医が確保されていたが、３
施設では常勤が不在であった。年間総受託件
数が 10 万件以下の６施設で常勤専門医が確
保されているのは３施設と半数であった。

ウ）標本の抜き取り調査（表９－１、９－２）
　2022 年度の有所見検体のうち、４月以降の
最も早い月日に検出された下記に該当する検体
の提出を求めた。

（ア）　子宮頸がん検診
　判定：ベセスダ分類 ASC-US の一枚（ＣＹ１）
　判定：ベセスダ分類 AGC の一枚（ＣＹ２）
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（イ）　子宮体がん検診
　判定：疑陽性または陽性の一枚（ＣＹ３）

（ウ）　肺がん（喀痰）検診
　判定： 疑陽性（判定基準 C または D の一部、

あるいは class Ⅲa またはⅢb）の一枚
（ＣＹ４）

　判定： 陽性（判定基準 D の一部または E、
あるいは class ⅣまたはⅤ）の一枚

　　　　（ＣＹ５）
　なお、提出検体（標本）の細胞検査士のコメ
ント、判定報告書および診療機関からのコピー
を添えることと、患者名、診断医名、細胞検査
士名は予め消して提出するよう依頼した。

（3）　抜き取り調査の総合評価について
　子宮頸部標本についてはベセスダシステムに
準拠した報告様式による標本の提出を求めた
が、15 施設中 10 施設ではクラス分類と併記さ
れていた。子宮頸部標本は ASC-US と判定さ
れた標本の提出を求めた。標本の適否、コメン
ト内容の適否、スクリーニングの適否などの個
別および総合評価については表９に示した。提
出された検体は施設によって従来法、液状細胞
診があるが、いずれも標本作製、判定に問題は
なかった。細胞所見の記載が乏しい報告書が一
部にあったが、全般的には良好であった。

（4）　今後の課題とまとめ
１ ．人員充足状況において細胞診専門医と細胞

検査士の全体的な不足、非常勤に依存してい
る傾向は依然として改善されていない。2023
年３月に日本臨床細胞学会の認定施設に対す
る細胞診精度管理ガイドラインが改訂され
た。その中にも示されているように、専門医
と検査士の診断システムの構築において相互
の情報交換が内部精度管理にもなることを十
分に認識いただき、指導監督医、精度管理責
任者の連携した体制整備に期待したい。特
に夜間の非常勤では教育体制やダブルチェッ
ク体制が十分に機能されない問題点があるた
め、各施設で改善策の検討が望まれる。

２ ．標本のダブルチェック体制、要精検者の追
跡調査、陽性標本の過去の成績調査などは、
精度管理の上から重点課題である。日本臨床
細胞学会の施設認定においても重要な事項と
なっている。細胞診陰性と判断された症例に
ついては、細胞診陰性例の 10％以上を結果
報告前に他の有資格者による再スクリーニン
グを行うことを基本とすることが示されてい
る。また、検査士ごとの陽性検体ピックアッ
プ率を把握しておくことは、施設としての水
準評価にも繋がることから引き続き取り組ん
でいただきたい。

３ ．標本の保存は、委託元の諸記録の保存期間
とも連動する事項であるが、各施設において
基準を明確にするなど積極的に取り組むこと
が望まれる。全例の報告書および細胞診ガラ
ス標本の保存期間は５年間を基本とすること
が示されている。

４ ．自己採取による子宮頸がん検診の陽性率の
低さは以前から指摘されているが、要精検率
の低さと判定不能率が高いことを依頼者側に
周知し理解を得る努力は今後も継続いただき
たい。

５ ．不適正検体と判定することは、依頼者側か
らのクレームの一因となることが予想される
が、判定不能標本は依頼者側の標本作製過程

（細胞採取や固定条件）に問題があることも少
なくない。不適正検体の割合には施設によっ
て大きなばらつきがあった。不適正検体に対
する精度評価は依頼者側と検査所側の両者の
状況より判定する必要がある。

６ ．検体種別の要精検率は、施設により偏りが
ある。指標の一つとして、子宮頸部において
は ASC-H は全 ASC（Atypical squamous cells）
の 10％以下であることが期待されるが、半
数以上の施設で 10％を超えていた。数年間
の自施設の要精検率、検査士個人毎のピック
アップ率を把握し、自施設の指標や基準を確
認していただきたい。

７ ．喀痰標本については肺癌取り扱い規約に準
拠した報告様式による診断結果の記載が望ま
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しいが、検診の診断結果にクラス分類が用い
られている施設があった。クラス分類を用い
て報告している理由を求めたところ、「顧客
の要望に寄るため」であった（表７－５）。ク
ラス分類による判定では検診の指導区分が作
成できないことから、検診受診者に健康被害
が及ぶ可能性があるため、クラス分類と検診
における判定基準の併記が望ましい。標本の
適否、コメント内容の適否、スクリーニング

の適否などの個別および総合評価については
表９－２に示した。取り扱い規約の指導区分
を無視した指導方針を記載した施設があっ
た。取り扱い規約では、悪性を疑う所見を認
める細胞が少数であっても見落としを防ぐ点
からより異型の強い判定を行うように推奨し
ているが異型の弱い所見を優先している施設
があった。細胞所見の記載が乏しい報告書が
一部にあったが、全般的には良好であった。
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表１．細胞診業務実施の有無 表２．日本臨床細胞学会の施設認定について

表３．検体の種別（複数回答あり）

表４．年間処理受託検体数（自施設で実施している検体数のみ）

表５．婦人科（子宮頸部）の自己採取検体数について

全体 15
自施設で実施している 14
他施設に一部外注している 1

全体 15
把握していない 0
把握している 15
　区市町村検診 9
　職域検診 9
　医療機関からの委託 14
　登録衛生検査所 4
　その他 2

総数（件） 区市町村分 その他 不明
子宮 頸部 3,292,620 518,824 1,881,490 892,306

内膜 315,015 32,669 211,720 70,626
喀痰 205,280 42,299 92,837 70,144
体腔液 11,194 16 7,702 3,476
尿 364,868 3,570 298,865 62,433
穿刺細胞診 乳腺 17,468 40 15,721 1,707

甲状腺 7,254 145 4,473 2,636
その他 4,652 285 3,890 477

その他 11,964 41 10,484 1,439
4,230,315 597,889 2,527,182 1,105,244総数

内訳

検体の有無 検査所数

全　体 15
な　い 3
あ　る 12
 委託元を
 　把握している 12
 　一部把握している 0
 　把握していない 0

全検体数(子宮頸部)に占める割合

21体全
3満未％1　
6満未％5～％1　
2～％01　
1明不　

検査所数

全体 15
認定施設である 13
認定施設ではない 2
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表６．検査実施体制について
表６－１．標本の適否の判断

実施状況 検査所数

全体 15
している 15
していない 0

検査所数

1存保例全

陽性及び陰性標本 陽性標本 陰性標本
を個別に保存 10年 5年 8

20年 5年 4
永久 5年 2

0いないてし存保

期　間 

10年

実施状況

全体 15
実施していない 9
実施している 1
一部実施している 5

検査所数

実施状況

全　体 15
あ　る 15
な　い 0

検査所数 全陰性検体数に占める割合

51体全
　10％未満 2
　10％～15％未満 9
　15％～20％未満 2
　20％～25％未満 2
　25％～30％未満 0

検査所数

実施状況

全体 15
追跡調査なし 3
追跡調査あり 12
　 1％～10％未満 6
　 10％～30％未満 2
　 30％～70％未満 3
　 70％～100％未満 1

検査所数

実施状況

全体 15
行っている 15
行っていない 0

検査所数
実施状況

全体 15
している 15
していない 0

検査所数

表６－２．細胞診標本の保存

表６－３．オートスクリーニング

表６－４．ダブルチェック

表６－５．要精検者の追跡調査 表６－６．陽性検体の過去の
　　　　　成績との調査・検討

表６－７．検査士個人別の
　　　　　陽性検体ピック
　　　　　アップ率の把握



― 183 ―

表
７
．
細
胞
診
を
自
己
施
設
で
実
施
し
て
い
る
施
設
の
状
況

表
７
－
１
．
人
員
充
足
状
況

（
令

和
４

年
４

月
１

日
～

令
和

５
年

３
月

31
日

）
表
７
－
２
．
検
体
の
種
別

日
勤

夜
勤

日
勤

夜
勤

日
勤

夜
勤

5年
未

満
5
年

以
上

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常

勤
専
門
医

：
検

査
士

6
 

1
9

1
7

1
3

3
1
4

7
.0

3
.0

6
.0

3
.0

1
：

3
.0

6
 

○
○

○

2
1
 

0
2
3

0
0

0
0

3
2
3

0
0

2
6

7
.5

7
.0

5
.0

7
.0

1
：

1
.1

2
1
 

○

3
6
 

3
3

0
0

0
0

7
1
0

0
2

1
5

9
.5

6
.5

5
.5

6
.0

1
：

2
.8

3
6
 

○
○

○

3
8
 

0
3

0
0

0
0

6
3

0
1

8
7
.0

6
.0

6
.0

5
.0

1
：

3
.0

3
8
 

○

4
7
 

0
3

0
1

0
0

2
7

0
1

8
7
.5

5
.0

5
.5

5
.0

1
：

3
.0

4
7
 

○
○

4
8
 

0
9

0
0

0
0

1
2

2
2

0
4

3
0

7
.0

4
.0

5
.0

4
.0

1
：

3
.8

4
8
 

○
○

○

5
8
 

3
1
1

0
0

0
0

3
3
2

6
0

4
1

7
.0

6
.5

4
.0

5
.0

1
：

2
.9

5
8
 

○
○

○

6
4
 

1
1
3

0
0

0
0

7
1
4

2
0

2
3

7
.5

5
.0

6
.0

4
.7

1
：

1
.6

6
4
 

○

8
2
 

2
1
1

8
0

0
0

2
9

1
1

3
4

4
7
0

8
.0

4
.0

5
.0

4
.0

1
：

3
.5

8
2
 

○
○

8
3
 

5
4

9
1

1
2

8
.0

4
.0

3
.5

4
.0

1
：

2
.6

8
3
 

○
○

○

8
4
 

1
3

5
8

8
.0

8
.0

4
.0

4
.0

1
：

8
.0

8
4
 

○
○

○

8
5
 

2
2
3

0
0

0
0

1 3
4
1

4
7

4
9
7

9
.0

7
.0

7
.0

6
.0

1
：

4
.0

8
5
 

○
○

○
○

8
8
 

1
2

0
0

0
0

5
7
5

1
7
9

7
.5

6
.0

6
.0

6
.0

1
：

2
6
.7

8
8
 

○
○

9
0
 

2
2

0
0

0
0

9
5

0
3

1
1

8
.5

8
.5

5
.0

7
.0

1
：

3
.5

9
0
 

○
○

○
○

○

1
5
3
 

0
4

8
3
6

2
4
6

8
.0

4
.0

7
.0

4
.0

1
：

1
1
.5

1
5
3
 

○
○

平
均
勤

務
時
間

時
間

/
日

常
勤

人
数

職
域

検
診

医
療

機
関

か
ら
の

委
託

施
設

N
o
.

専
門
医

と
検

査
士
の

比
率

施
設

N
o
.

平
均
検
鏡
時

間
時
間

/
日

日
本
臨
床
細

胞
学
会
認

定
細
胞
検

査
士

資
格

取
得
後

の
経

験
年
数

そ
の
他

登
録
衛

生
検
査

所
非
常
勤

人
数

日
本
臨
床

細
胞
学
会

認
定
細
胞

診
専
門
医

細
胞
診
専
門

医
以
外

の
医
師

常
勤

人
数

常
勤

人
数

非
常

勤
人
数

区
市

町
村

検
診

非
常
勤
人

数



― 184 ―

表
７
－
３
．
年
間
処
理
受
託
検
体
数

（
令

和
４

年
４

月
１

日
～

令
和

５
年

３
月

31
日

）：
自

施
設

実
施（

１
）

頸
部

内
膜

乳
腺

甲
状
腺

そ
の
他

年
間

処
理
検
体
数

う
ち
子
宮
細

胞
診

う
ち
喀
痰
細
胞
診

6
 

2
3
6
,9

4
5
 

1
0
,2

4
8
 

5
,0

1
0
 

6
2
 

2
5
2
,2

6
5
 

8
,4

0
9
 

8
,2

4
0
 

1
6
7
 

2
1
 

1
3
9
,6

0
2
 

3
0
,1

8
2
 

1
4
,3

0
5
 

4
1
7
 

9
,5

4
0
 

6
3
3
 

3
9
4
 

3
9
 

2
8
3
 

1
9
5
,3

9
5
 

7
,5

1
5
 

6
,5

3
0
 

5
5
0
 

3
6
 

4
0
,1

2
4
 

4
,9

2
1
 

3
,1

5
4
 

1
,2

8
1
 

1
0
,8

5
2
 

3
9
0
 

3
6
0
 

2
2
0
 

2
,2

3
9
 

6
3
,5

4
1
 

3
,7

3
8
 

2
,6

5
0
 

1
8
6
 

3
8
 

2
0
,4

5
7
 

1
,2

7
9
 

3
,7

1
0
 

2
5
1
 

5
,3

8
1
 

9
6
 

1
2
4
 

9
 

5
 

3
1
,3

1
2
 

3
,4

7
9
 

2
,4

1
5
 

4
1
2
 

4
7
 

1
9
,4

4
4
 

2
,8

0
8
 

6
,1

7
9
 

0
 

1
,0

2
8
 

1
 

1
 

0
 

0
 

2
9
,4

6
1
 

3
,2

7
3
 

2
,4

7
2
 

6
8
7
 

4
8
 

1
2
9
,4

5
9
 

2
5
,4

4
5
 

1
0
,3

7
3
 

6
9
5
 

3
7
,0

9
9
 

2
,6

3
5
 

6
0
8
 

4
8
7
 

7
7
0
 

2
0
7
,5

7
1
 

6,
1
0
5
 

4
,5

5
6
 

3
0
5
 

5
8
 

1
6
0
,5

0
9
 

3
5
,0

9
1
 

7
,3

0
5
 

3
5 9

 
7
2
,2

2
6
 

2
,2

6
1
 

6
8
1
 

4
1
4
 

5
4
9
 

2
7
9
,3

9
5
 

6
,8

1
5
 

4
,7

7
1
 

1
7
8
 

6
4
 

1
6
0
,3

9
1
 

1
0
,8

2
7
 

9
,9

7
0
 

2
,0

4
1
 

2
7
,4

6
4
 

3
0
6
 

1
,0

5
5
 

2
9
0
 

5
0
4
 

2
1
2
,8

4
8
 

9
,2

5
4
 

7
,4

4
4
 

4
3
3
 

8
2
 

4
0
2
,9

7
9
 

2
9
,3

6
5
 

2
9
,3

9
8
 

2
,8

5
6
 

5
2
,1

0
8
 

4
,1

0
1
 

1
,0

3
1
 

5
2
4
 

2
,4

9
1
 

5
2
4
,8

5
3
 

7
,0

9
3
 

5
,8

4
2
 

3
9
7
 

8
3
 

3
3
,6

4
0
 

1
,7

5
8
 

2
,7

9
9
 

1
8
 

4
4
4
 

1
5
 

1
9
 

1
 

1
3
5
 

3
8
,8

2
9
 

2
,9

8
7
 

2
,7

2
3
 

2
1
5 

8
4
 

1
5
,5

4
0
 

2
,6

3
7
 

1
5
 

2
 

1
0
 

0
 

0
 

0
 

3
 

1
8
,2

0
7
 

2
,2

7
6
 

2
,2

7
2
 

2
 

8
5
 

9
1
0
,8

1
0
 

9
3
,3

8
1
 

3
9
,3

5
0
 

1
,1

9
1
 

8
1
,8

0
9
 

3
,4

3
5
 

1
,0

0
4
 

2
,0

2
8
 

2
,5

2
9
 

1,
1
3
5
,5

3
7
 

1
1
,2

4
3
 

9
,9

4
2
 

3
9
0
 

8
8
 

6
7
7
,8

1
8
 

5
6
,7

6
2
 

5
3
,6

6
5
 

1,
1
6
6
 

2
9
,1

4
4
 

1
,2

9
0
 

1
,4

3
8
 

1
7
7
 

7
9
5
 

8
2
2
,2

5
5
 

1
0
,2

7
8
 

9
,1

8
2
 

6
7
1
 

9
0
 

7
2
,8

7
7
 

3
4
7
 

7
,6

4
9
 

0
 

1
0
1
 

2
6
7
 

1
 

0
 

0
 

8
1
,2

4
2
 

5
,8

0
3
 

5
,2

3
0
 

5
4
6
 

1
5
3
 

2
7
2
,0

2
5
 

9
,9

6
4
 

1
2
,3

9
8
 

9
1
7
 

3
7
,6

0
0
 

2
,0

3
8
 

5
3
8
 

4
6
3
 

1
,6

6
1
 

3
3
7
,6

0
4
 

7
,3

3
9
 

6
,1

3
0
 

2
7
0
 

総
数

3
,2

9
2
,6

2
0
 

3
1
5
,0

1
5
 

2
0
5
,2

8
0
 

1
1
,1

9
4
 

3
6
4
,8

6
8
 

1
7
,4

6
8
 

7
,2

5
4
 

4
,6

5
2
 

1
1
,9

6
4
 

4
,2

3
0
,3

1
5
 

検
査

士
一
人
あ
た
り
の

子
宮

穿
刺
細
胞

診
施
設

N
o
.

喀
痰

体
腔
液

尿
そ
の
他

総
数
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表
７
－
３
．
年
間
処
理
受
託
検
体
数

（
令

和
４

年
４

月
１

日
～

令
和

５
年

３
月

31
日

）：
外

注（
２

）

頸
部

内
膜

乳
腺

甲
状
腺

そ
の
他

年
間

処
理
検
体
数

う
ち
子
宮
細

胞
診

う
ち
喀
痰
細
胞
診

6
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
6
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
8
 

0
 

0
 

0
 

0
 

4
7
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

4
8
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
8
 

0
 

0
 

0
 

0
 

6
4
 

2
7
6
 

2
4
7
 

9
,6

4
7
 

0
 

6
2
1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
0
,7

9
1
 

4
6
9
 

2
3
 

4
1
9
 

8
2
 

1
8
0
,8

4
2
 

1
0
,9

2
8
 

6
,8

8
6
 

5
4
2
 

1
0
,5

9
0
 

4
6
1
 

1
2
5
 

1
7
2
 

9
5
1
 

2
1
1
,4

9
7
 

2
,8

58
 

2
,5

9
1
 

9
3
 

8
3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

8
4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

8
5
 

0
 

0
 

0
 

0
 

8
8
 

0
 

0
 

0
 

0
 

9
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
5
3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

総
数

1
8
1
,1

1
8
 

1
1
,1

7
5
 

1
6
,5

3
3
 

5
4
2
 

1
1
,2

1
1
 

4 6
1
 

1
2
5
 

1
7
2
 

9
5
1
 

2
2
2
,2

8
8
 

そ
の
他

総
数

検
査

士
一
人
あ
た
り
の

施
設

N
o
.

子
宮

喀
痰

体
腔
液

尿
穿
刺
細
胞

診
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表
７
－
４
．
子
宮
が
ん
細
胞
診
検
査
結
果

 （
令

和
４

年
４

月
１

日
～

令
和

５
年

３
月

31
日

）

N
IL

M
A

SC
-
U

S
A

S
C

-
H

L
S
IL

H
SI

L
S
C

C
A

G
C

A
IS

A
de

no
ca

rc
in

om
a

o
th

er
m

al
g.

不
適
正

検
体

合
計

ク
ラ
ス
Ⅰ

ク
ラ
ス
Ⅱ

ク
ラ
ス
Ⅲ

a
ク
ラ
ス
Ⅲ

b
ク
ラ
ス
Ⅳ

ク
ラ
ス
Ⅴ

保
留

判
定

不
能

合
計

6
 

22
9
,6

0
1

2
,5

3
6

41
8

2
,8

1
8

1
,0

7
7

5
7

9
8

1
7

3
2

3
2
8
8

2
36

,9
4
5

1
6

1
3
9

11
2

1
1

9
1
7
9

2
1
 

13
1
,5

1
6

4
,3

9
6

26
7

2
,0

6
5

1
,1

0
0

9
0

1
06

1
5
8

3
1
6

1
39

,6
1
8

0

3
6
 

3
7
,7

8
0

9
2
0

13
4

7
4
9

3
4
2

2
4

9
5

3
1
1

5
6
8

4
0
,1

3
1

9
9

2
6

0
0

0
0

0
0

1
2
5

3
8
 

1
9
,4

0
6

4
5
9

1
4

4
1
9

1
2
1

9
1
8

0
3

0
1
0

2
0
,4

5
9

0

4
7
 

1
7
,8

2
5

1
,0

5
3

6
8

3
3
4

9
2

8
4
5

0
3

0
1
6

1
9
,4

4
4

0

4
8
 

12
1
,3

9
5

4
,1

1
1

68
5

2
,0

9
6

7
0
5

5
1

1
22

1
7

7
9
3

1
29

,2
7
3

1
1
8

6
4

4
0

0
0

0
0

1
8
6

5
8
 

15
1
,3

3
4

3
,5

0
1

26
8

3
,9

9
5

1
,2

1
1

1
9

1
62

0
1
8

1
1
1

1
60

,5
2
0

0

6
4
 

14
9
,1

0
1

5
,6

8
6

69
1

2
,2

0
7

6
5
5

3
1

2
02

3
2
6

1
1

3
3
4

1
58

,9
4
7

1
,2

7
6

1
,5

4
9

3
74

5
0

1
2

0
0

2
3
,2

6
3

8
2
 

38
1
,7

9
5

9
,1

9
7

2
,1

7
0

2
,0

1
3

1
,2

8
9

1
0
4

1
35

2
7
2

1
2

3
9
4

3
97

,1
8
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0

8
3
 

3
2
,8

5
8

3
3
9

8
2

1
4
6

5
5

0
8

0
0

0
1
5
2

3
3
,6

4
0

0

8
4
 

1
4
,6

7
0

4
0
2

4
4

2
4
3

1
1
8

1
4
1

0
5

1
1
5

1
5
,5

4
0

0

8
5
 

86
8
,0

4
6

1
7
,4

0
4

1
,6

8
7

1
4
,6

0
1

4
,2

4
1

1
5
3

8
69

3
9

1
0
1

1
6
3
1

9
07

,7
7
3

1
7
9

2
7
8

28
1
1

1
1

0
8

5
0
6

8
8
 

63
3
,7

4
7

2
0
,4

9
3

95
8

1
5
,9

7
7

5
,6

9
3

1
8
8

4
15

2
0

1
2
0

2
2

1
8
5

6
77

,8
1
8

2
0
5
,4

0
3

4
2
8
,4

6
4

7
62

4
0
,8

3
8

1
,5

1
7

3
6
6

0
1
8
5

6
7
7
,5

3
5

9
0
 

7
1
,3

5
6

3
5
7

12
8

6
6
3

2
7
4

1
9

3
4

8
1
1

0
2
5

7
2
,8

7
5

0

1
5
3
 

26
6
,0

6
3

3
,3

9
6

26
8

1
,3

0
5

8
3
5

4
1

7
0

1
3
8

1
6

2
72

,0
2
4

0

総
数

3
,1

2
6
,4

9
3

7
4
,2

5
0

7
,8

8
2

4
9
,6

3
1

1
7
,8

0
8

7
9
5

2
,4

2
0

9
5

5
0
5

6
7

2
,2

4
4

3
,2

8
2
,1

9
0

2
0
7
,0

9
1

4
3
0
,5

20
1,

1
79

4
0
,9

0
1

1
,5

3
1

3
6
8

0
2
0
4

6
8
1
,7

9
4

施 設 N
o
.

(１
)子

宮
頸

部
細

胞
診

（
②
ク
ラ
ス
分

類
）

(１
)子

宮
頸

部
細

胞
診

（
①
ベ

セ
ス
ダ
分

類
）

陰
性

疑
陽

性
陽

性
保

留
判

定
不

能
合

計

6
9,

5
42

1
9
1

3
7

4
7
8

1
0
,2

4
8

2
1

2
9,

3
27

6
8
2

1
27

0
4
6

3
0
,1

8
2

3
6
 

4,
6
25

2
5
6

4
0

0
0

4
,9

2
1

3
8

1,
1
54

7
1

6
0

4
8

1
,2

7
9

4
7

2,
4
46

1
3
2

3
0

1
8
2

2
,7

6
3

4
8

2
4,

0
57

7
3
6

4
7

0
6
0
5

2
5
,4

4
5

5
8

3
3,

7
96

8
2
3

7
4

0
3
9
8

3
5
,0

9
1

6
4

1
0,

1
58

5
7
2

6
4

0
2
8
0

1
1
,0

7
4

8
2

2
8,

5
77

6
2
4

1
37

0
2
7

2
9
,3

6
5

8
3

1,
6
89

1
3

2
0

5
4

1
,7

5
8

8
4

2,
5
21

6
8

6
0

4
2

2
,6

3
7

8
5

8
6,

7
46

3
,1

9
0

2
63

0
3
,1

7
9

9
3
,3

7
8

8
8

5
5,

0
37

1
,1

5
2

2
53

0
3
2
0

5
6
,7

6
2

9
0

3
07

4
6

0
3
0

3
4
7

1
5
3

9,
8
61

6
1

4
2

0
0

9
,9

6
4

総
数

2
99

,8
4
3

8
,5

7
5

1
,1

0
7

0
5
,6

8
9

3
1
5
,2

1
4

(２
)子

宮
内

膜
細

胞
診

施 設 N
o
.
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表
７
－
５
．
喀
痰
細
胞
診
検
査
結
果

（
令

和
４

年
４

月
１

日
～

令
和

５
年

３
月

31
日

）

陰
性

疑
陽

性
陽

性
保

留
判

定
不

能
合

計
Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ
Ｅ

保
留

合
計

ク
ラ

ス
Ⅰ

ク
ラ

ス
Ⅱ

ク
ラ

ス
Ⅲ

a
ク

ラ
ス

Ⅲ
b

ク
ラ

ス
Ⅳ

ク
ラ

ス
Ⅴ

保
留

判
定

不
能

合
計

0
1

0,
5

 
0

 
2

 
7

0
1

 
5

4
9,

3
 

6
5

9
 

6

2
1
 

2
,5

0
3
 

7
1
 

4
0
 

0
 

2
7
2
 

2
,8

8
6

2
2
4
 

1
1
,1

7
7
 

8
 

2
 

8
 

0
 

1
1
,4

1
9

6
,3

0
6
 

7
,3

7
4
 

4
8
 

9
 

2
4
 

1
4
 

0
 

4
9
6
 

1
4
,2

7
1 2

1
8,

2
 

3
2

1
 

0
 

9
2

 
7

 
1

2
 

4
5

 
9

2
7,

1
 

9
4

8
2

4
3

 
0

 
0

 
0

 
2

 
6

2
3

 
4

1
 

6
3

3
8

0,
2

 
9

2
1

 
0

 
4

 
3

 
0

 
3

1
 

9
4

5,
1

 
5

8
3

7
2

6,
1

 
0

 
0

 
1

 
7

1
 

3
5

5,
1

 
6

5
 

8
3 4
7
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
2
0
1
 

5
,8

6
6
 

2
3
 

0
 

0
 

0
 

6
,0

9
0

1
 

7
6
 

8
 

1
 

1
 

0
 

0
 

2
 

8
9

4
8
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
6
 

2
,9

8
8
 

1
3
 

5
 

1
 

0
 

3
,0

1
3

3
,7

5
8
 

3
,8

0
4
 

8
1
 

1
5
 

2
 

6
 

0
 

4
2
 

7
,7

0
8 3

0
5,

4
 

6
3

1
 

0
 

3
 

2
 

5
1

 
4

5
 

3
7

7,
1

 
0

2
5,

2
2

0
8,

2
 

0
 

0
 

1
 

3
 

8
4

7,
2

 
0

5
 

8
5

5
4

8,
9

 
6

7
5

 
0

 
5

4
3

 
1

3
1

 
6

3
1

 
2

9
2

 
4

7
2,

3
 

1
9

0,
5

1
1

5,
9

 
0

 
1

 
6

 
7

4
 

9
1

0,
9

 
8

3
4

 
4

6 8
2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
5
3
 

5
,0

2
1
 

3
 

3
 

1
 

0
 

5
,0

8
1

1
3
,2

4
2
 

9
,9

0
2
 

1
6
7
 

1
3
1
 

5
6
 

7
9
 

0
 

7
4
0
 

2
4
,3

1
7

9
9

7,
2

 
0

 
1

 
1

 
5

 
2

6
7,

2
 

0
3

 
3

8

5
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
5

1
 

0
 

4
8 8
5
 

4
7
 

0
 

0
 

0
 

0
 

4
7

2
6
7
 

1
0
,2

7
5
 

2
6
 

1
 

0
 

0
 

1
0
,5

6
9

2
0
,1

8
0
 

7
,1

8
8
 

1
2
4
 

1
1
0
 

1
6
 

6
7
 

0
 

1
,0

4
9
 

2
8
,7

3
4

8
8
 

5
1
,5

0
3
 

2
8
2
 

1
9
5
 

0
 

1
,6

8
5
 

5
3
,6

6
5

1
,6

8
5
 

5
1
,5

0
3
 

2
5
6
 

7
3
 

1
4
8
 

0
 

5
3
,6

6
5

1
8
,0

5
5
 

3
3
,4

4
8
 

2
5
6
 

2
6
 

4
7
 

1
4
8
 

0
 

1
,6

8
5
 

5
3
,6

6
5 3

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
3

6
4

6,
7

 
0

 
1

 
0

 
1

 
3

8
1,

5
 

1
6

4,
2

 
0

9

1
5
3
 

1
2
,3

7
1
 

1
0
 

1
6
 

0
 

0
 

1
2
,3

9
7

6
 

5
9
7
 

0
 

0
 

0
 

0
 

6
0
3

1
1
,0

4
2
 

1
,3

2
9
 

0
 

1
0
 

0
 

16
 

0
 

0
 

1
2
,3

9
7

総
数

6
6
,4

2
4
 

3
6
3
 

2
5
1
 

0
 

1
,9

5
7
 

6
8
,9

9
5

6
,4

4
7
 

1
12

,9
78

 
5
1
1
 

9
5
 

1
6
1
 

0
 

12
0,

19
2

8
1
,4

3
2
 

7
1
,4

4
6
 

1
,0

9
7
 

4
7
4
 

2
8
9
 

7
1
1
 

0
 

4
,9

7
8
 

1
6
0
,4

2
7

施
設

N
o
.

類
分

ス
ラ

ク
③

準
基

定
判

る
よ

に
」

き
引

手
の

診
検

団
集

癌
肺

「
②

準
基

定
判

る
よ

に
」

約
規

い
扱

取
癌

肺
「

①

(３
)喀

痰
細

胞
診

6
 

2
1 

 (
は

い
)

 (
は

い
)

 (
は

い
)

ク
ラ

ス
分

類
の

要
望

が
あ

る
施

設
が

あ
る

た
め

。
施

設
ご

と
の

要
望

の
た

め
、

件
数

は
確

認
出

来
ま

せ
ん

。

3
6 

 
 

1
,3

6
8
 

 (
は

い
)

利
用

施
設

の
希

望

3
8 

 (
い

い
え

)
2
,0

8
3
 

 (
は

い
)

 (
い

い
え

)
依

頼
元

か
ら

の
要

望
が

あ
る

た
め

。

4
7 

 (
い

い
え

)
 (
い

い
え

)
 (
い

い
え

)

4
8 

3
,6

2
7
 

 (
は

い
)

顧
客

の
要

望
に

よ
る

為
。

5
8 

1
4
0
 

 (
は

い
)

顧
客

か
ら

の
要

望
が

あ
る

た
め

6
4 

判
定

基
準

を
重

複
し

て
回

答
す

る
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
。

「
肺

が
ん

取
扱

い
規

約
」
に

よ
る

判
定

基
準

に
つ

い
て

は
未

導
入

の
た

め
、

ク
ラ

ス
分

類
で

の
報

告
を

行
っ

て
い

ま
す

。

8
2 

0
 

 (
い

い
え

)
0
 

 (
は

い
)

1
,8

7
3
 

 (
は

い
)

顧
客

要
望

の
た

め
理

由
は

不
明

8
3 

2
,7

9
9
 

 (
は

い
)

顧
客

要
望

が
多

い
為

8
4 

 
8

0
0,

2
 

2
4

1
 

0
 5

8
依

頼
元

の
要

望

8
8 

 (
は

い
)

 (
は

い
)

 (
は

い
)

施
設

に
よ

っ
て

要
望

が
あ

る
た

め

9
0 

1
53

 
6
0
3
 

 (
は

い
)

1
,2

9
8
 

 (
は

い
)

6
0
3
 

 (
は

い
)

顧
客

要
望

の
た

め
。

総
数

6
0
3
 

3
,5

2
3
 

1
2
,4

1
8
 

「
肺

癌
取

扱
い

規
約

」
及

び
「集

団
検

診
に

お
け

る
喀

痰
細

胞
診

の
判

定
基

準
と

指
導

区
分

」
「
肺

癌
取

扱
い

規
約

」
及

び
「ク

ラ
ス

分
類

」
「
集

団
検

診
に

お
け

る
喀

痰
細

胞
診

の
判

定
基

準
と

指
導

区
分

」
及

び
「ク

ラ
ス

分
類

」

施
設

N
o
.

「
ク

ラ
ス

分
類

で
報

告
し

て
い

る
理

由
」

(３
)喀

痰
細

胞
診

④
判

定
基

準
の

重
複

回
答

状
況

  
※

（
）
内

は
判

定
基

準
を

重
複

し
て

回
答

す
る

こ
と

が
あ

る
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表
７
－
６
．
婦
人
科
（
子
宮
頸
部
）
の
自
己
採
取
検
体
数
に
つ
い
て

 （
令

和
４

年
４

月
１

日
～

令
和

５
年

３
月

31
日

）

検
体
数

(１
年
間

)
N

IL
M

A
SC

-
U

S
A

S
C

-
H

L
S
IL

H
SI

L
S
C

C
A

G
C

A
IS

A
de

n
o

ca
rc

in
om

a
ot

h
er

m
al

g.
不
適
正

検
体

検
体
数

(１
年
間

)
ク
ラ
ス
Ⅰ

ク
ラ
ス
Ⅱ

ク
ラ
ス
Ⅲ

a
ク
ラ
ス
Ⅲ
b
ク
ラ
ス
Ⅳ

ク
ラ
ス
Ⅴ

保
留

判
定

不
能

6 
な
い

2
1
 

あ
る

1
6
,8

8
3
 

1
6
,7

2
8
 

1
00

 
2
6
 

0
 

0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

29
 

3
6
 

あ
る

1
2
5
 

9
9
 

2
6 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
8
 

あ
る

5
8
5
 

5
7
8
 

5
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

1
 

47
 
な
い

4
8
 

あ
る

2
,4

2
6
 

8
6
8
 

8
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

2
 

1,
5
7
7
 

1
,0

1
0
 

5
4
7 

1
2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

8
 

5
8
 

あ
る

5
0
8
 

4
9
8
 

5
 

0
 

2
 

0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

3
 

6
4
 

あ
る

8
2
 

あ
る

5
,7

9
6
 

5
,7

1
6
 

6
 

0
 

3
 

0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

51
 

8
3
 

あ
る

6
9
3
 

6
3
2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

61
 

8
4
 

あ
る

2
,4

6
9
 

2
,3

7
7
 

44
 

9
 

2
9
 

1
 

0
 

2 
0
 

0 
1
 

6
 

8
5
 

あ
る

8
,0

8
6
 

7
,8

7
6
 

42
 

3
 

3
2
 

3
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

13
0
 

7
2
 

4
7
 

2
5 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

8
8
 

あ
る

1
1
,5

7
6
 

1
1
,4

6
0
 

54
 

5
 

0
 

0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

57
 

1
1
,5

7
6
 

6
,3

9
6
 

5
,0

6
4 

5
9
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
7
 

90
 
な
い

1
5
3
 

あ
る

2
,7

9
6
 

2
,7

9
0
 

3
 

0
 

2
 

1
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

0
 

総
数

5
1
,8

1
8
 

4
9
,5

2
3
 

2
67

 
4
3
 

7
0
 

5
 

0
 

2 
0
 

0 
1
 

3
40

 
1
3
,3

5
0
 

7
,5

5
2
 

5
,6

6
2 

7
1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

6
5
 

成
績

（
①
ベ

セ
ス
ダ
分
類

）
施
設

N
o
.

検
体 の

有
無

成
績
（②

ク
ラ
ス
分

類
）
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表
７
－
７
．
検
査
実
施
体
制
（
１
）

実
施

体
制

者
当

担
体

検
象

対
全

陰
性

検
体

に
お

け
る
実

施
率

実
施

方
法

(対
象

検
体

)

6
あ
る

婦
人

科
：
Ｎ
ＩＬ

Ｍ
・
陰

性
の
一

部
、
Ａ
Ｓ
Ｃ
－

Ｕ
Ｓ
・
Ａ
Ｇ
Ｃ
・
疑

陽
性

以
上

・
判

定
不

能
例

の
全

て
。
喀

痰
：
Ｃ
判

定
以

上
の
全

て
。
尿

：
全

て

症
例

に
よ
り
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

ま
た
は

細
胞

検
査

士
と
専

門
医

1
2
.5

婦
人

科
：
Ｎ
ＩＬ

Ｍ
・
陰

性
の
一

部
、
２
回

以
上

連
続

し
た
判

定
不

能
例

、
Ａ
Ｓ
Ｃ
－

Ｕ
Ｓ
・
Ａ
Ｇ
Ｃ
・
疑

陽
性

以
上

全
て
。
喀

痰
：
Ｃ

判
定

以
上

の
全

て
と

A
判

定
お

よ
び

B
判

定
例

の
一

部
。
尿

：
全

て

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

2
1

あ
る

cl
as

sⅡ
以

上
の
体

内
膜

と
cl

as
sⅢ

以
上

の
全

て
の
検

体
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

、
ま
た
は
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

6
.1

A
S
C

-
U
S
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

3
6

あ
る

陰
性

の
2
0
％

以
上

と
疑

陽
性

以
上

陰
性

：
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

、
陰

性
の
一

部
と
疑

陽
性

以
上

：
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

2
0

A
S
C

-
U
S
以

上
と
A

G
C
以

上
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ

Ⅲ
a

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

3
8

あ
る

疑
陽

性
以

上
、
至

急
、

C
la

ss
Ⅱ

以
上

の
子

宮
内

膜
、
健

診
の
喀

痰
、
陰

性
で
も
専

門
医

の
判

定
が
必

要
と
判

断
。

細
胞

検
査

士
2
名

以
上

ま
た
は
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

1
0

A
S
C

-
U

S
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

4
7

あ
る

疑
陽

性
以

上
又

は
細

胞
検

査
士

が
必

要
と
判

断
し
た
も
の

細
胞

検
査

士
と
専

門
医

2
0

A
S
C

-
U

S
以

上
ま
た
は
細

胞
検

査
士

が
必

要
と
判

断
し
た
も
の
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

4
8

あ
る

擬
陽

性
以

上
お

よ
び

判
定

困
難

例
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

1
0
擬

陽
性

以
上

お
よ
び

判
定

困
難

例
細

胞
診

専
門

医
行
っ
て
い
る

5
8

あ
る

疑
陽

性
以

上
お

よ
び

、
必

要
に
応

じ
て
陰

性
症

例
も
実

施
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

1
0

A
S
C

-
U

S
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

a
細

胞
診

専
門

医
行

っ
て
い
る

6
4

あ
る

疑
陽

性
以

上
の
全

例
と
陰

性
の
一

部
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

1
4
.1

A
S
C

U
S
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

a
細

胞
診

専
門

医
行
っ
て
い
る

8
2

あ
る

疑
陽

性
以

上
と
陰

性
の
一

部
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

1
5

A
S
C

-
U

S
以

上
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

a
細

胞
診

専
門

医
行
っ
て
い
る

8
3

あ
る

疑
陽

性
以

上
、
前

回
陽

性
例

、
難

解
症

例
、
陰

性
1
0
％

以
上

細
胞

検
査

士
2
名

以
上

ま
た
は
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

1
0

A
S
C

-
U

S
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

a
細

胞
診

専
門

医
行

っ
て
い
る

8
4

あ
る

擬
陽

性
以

上
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

1
0

L
S
IL
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

a
細

胞
診

専
門

医
行
っ
て
い
る

8
5

あ
る

疑
陽

性
以

上
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表９－１．婦人科細胞診抜き取り標本（ＣＹ１～ＣＹ３）の結果

Ａ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｂ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｃ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｄ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｅ 良 好 やや不良 良 好 良 好 CY2細胞所見乏しい

Ｆ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｇ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｈ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｉ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｊ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｋ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｌ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｍ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｎ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｏ 良 好 良 好 良 好 良 好

施設
標　本
の適否

ｺﾒﾝﾄ内容
の適否

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
の適否 総合評価*１  コ  メ  ン  ト*２

＊１　総合評価の「良好」、「やや不良」、「不良」は、標本、コメント内容、スクリーニング結果について
　　　それぞれの適否の程度を総合的にみて判定したものです。

＊２　標本ごとのコメントは、各検査所に配付した個別表をご参照下さい。
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表９－２．喀痰細胞診抜き取り標本（ＣＹ４・ＣＹ５）の結果

Ａ 良 好 良 好 良 好 良好

Ｂ 良 好 良 好 良 好 良好

Ｃ 良 好 良 好 良 好 良好

Ｄ 良 好
CY4やや不良
CY5良好

CY4やや不良
CY5良好

CY4やや不良
CY5良好

CY4核が小さく、細胞質の輝度が少なく、高度異型とするには異型
が弱いと考えます。点を打っている細胞全体での評価では中等度異
型を考えます。

Ｅ 良 好
CY4やや不良
CY5良好 良 好

CY4やや不良
CY5良好

CY4化生ではなく、異型と判断した根拠および、異型度についての
記載がない。

Ｆ 良 好 良 好
CY4やや不良

CY5良好
CY4やや不良

CY5良好

CY4点を付け評価した細胞のなかに、オレンジG好染で厚みのある細
胞質だが核の内容が抜け落ちた細胞が在り評価の対象としては不適
ではないかと考えた。

Ｇ 良 好
CY4良好

CY5やや不良 良 好 良好
CY5小型裸核状の異型細胞が多数出現しており、悪性と判断クラス
分類はVでよいと考える。

Ｈ 良 好 良 好
CY4やや不良

CY5良好
CY4やや不良

CY5良好
検診判定Cに対して経過観察と記載せず、判定指針である6カ月以内
の再検査（あるいは再塗抹）と記載すべきと考えた。

Ｉ 良 好 良 好 良 好 良好

Ｊ 良 好 良 好 良 好 良好

Ｌ 良 好 良 好 良 好 良好

Ｍ 良 好 良 好 良 好 良好

Ｎ 良 好 良 好 良 好 良好

Ｏ 良 好
CY4やや不良
CY5良好

CY4やや不良
CY5良好

CY4やや不良
CY5良好

CY4壊死様と「壊死」と使い分けが必要。「高度異型扁平上皮を考
えますが、扁平上皮癌を否定できない」とⅢｂ（検診ならＤ）と
する診断が必要ではないか。

 総合評価
*１

 コ  メ  ン  ト
*２

＊１　総合評価の「良好」、「やや不良」、「不良」は、標本、コメント内容、スクリーニング結果について
　　　それぞれの適否の程度を総合的にみて判定したものです。

＊２　標本ごとのコメントは、各検査所に配付した個別表をご参照下さい。

施設
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
の適否

ｺﾒﾝﾄ内容
の適否

標　本
の適否


